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☆人身事故  ３件 

☆物損事故 ３６件 

☆拾得物  ３９件  

☆遺失物  １６件 

☆色情盗   ２件 

☆万引き   ４件 

※数値は取扱い件数であり、

認知件数とは異なります 

 

 

 

 

 交通ルールに不慣れな 

   新 入 学 児 

   新 入 園 児 

が交通事故に遭わ 

ないように皆さん 

が見守り、そして 

交通マナーのお手 

本となるような運転 

を心がけて下さい。 

 新しい自転車のルールです‼                     
★ 自転車は乗れば車両の仲間です！自転車の交通  

 ルールを再確認して安全運転に努めましょう。     

★ 令和８年４月１日から、自転車の交通違反に 

 「交通反則通告制度（青キップ）」が導入されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用五則 

１ 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先  

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認  

３ 夜間はライトを点灯  

４ 飲酒運転は禁止  

５ ヘルメットを着用 

 

 

  

 ◎ 防犯機能付き電話機の使用 

 ◎ ナンバーディスプレイの活用 

 ◎ 非通知電話拒否の設定 

 ◎ 在宅時でも留守番電話の設定 

不審な電話を受けたら警察にご連絡ください 

 
 

 

皆で「特殊詐欺被害防止」！！ 

その１ どんな場所でも鍵をかける！ 

その２ ワイヤー錠で二重ロック！ 

その３ 路上に放置しない！ 


